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５．器具及び設備使用料は、規則で別に定める。

６．「入場料等」とは、入場料金、会費、会場整理費等、その他名称のいかんを問わず入場者から徴収する対価をいう。

７．「アマチュアスポーツ以外」とは、プロスポーツやその他スポーツ以外の各種行事をいう。

２．使用日以外の日に会場準備又は整理等のために予備的に使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の額の５０％の額とする。

３．使用許可時間を超過して使用する場合、次に各号に掲げる有料公園施設の使用料は、この表に定める使用料の額に当該各号に定める額を加算する。

　　この場合において、超過使用時間の計算は、３０分未満のときは３０分とし、３０分以上は１時間とする。また、１時間を越える場合の端数時間の処理も同様とする。

　　（１）亀山公園丸亀市城内グラウンド、丸亀市総合運動公園陸上競技場（非専用を除く。）、丸亀市総合運動公園多目的広場、三浦運動広場グラウンド、中津運動

　　（３）健康運動センター　ア．　アマチュアスポーツに使用する場合　１時間当たり　２００円　　　イ．　アマチュアスポーツ以外に使用する場合　１時間当たり　４００円　

備考

１．市内に居住していない者がこの表に定める施設（市総合運動公園陸上競技場の非専用及び水泳プールを除く）を使用する場合の使用料は、

　　この表に定める使用料の額にその３０％の額を加算する。ただし、丸亀市総合運動公園陸上競技場を専用使用する場合の使用料は、

　　中讃広域行政事務組合を構成する市町の区域外に居住する者について、当該加算額を適用する。

午後５時 ～午後５時

　　　　　１時間当たり、この表に定める全日の場合の使用料の１５％の額

　　（２）丸亀市総合運動公園、蓮池公園、丸亀市飯山総合運動公園及び丸亀市綾歌総合運動公園の各テニスコート　１時間当たり、この表に定める１時間当たりの

　　　　　使用料の２倍の額

　　　　　公園グラウンド、丸亀市野外活動センター研修室、郡家運動広場多目的広場、丸亀市飯山総合運動公園多目的広場、綾歌森林公園畦田キャンプ場休憩所　

４．使用料に１０円未満の端数が生じた時には、これを切り捨てるものとする。

午　　前 午　　後 全　　日

午前１２時

午前８時30分～ 午後１時～ 午前８時３０分

５００　円 ６００　円 １，１００　円


